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基準の制定根拠

【信州ベンチャー企業優先発注事業認定要綱第９条第１項】
第９条　知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、新事業分野開拓者とし
　ての認定を取り消すことができる。
(1) 新商品若しくは新役務及び実施計画の内容に偽りがあったとき、又はその他
  の不正の行為により新事業分野開拓者として認定されたと認められるとき。
(2) 事業者が認定の要件を満たさなくなったとき。
(3) 正当な事由がなく第７条第１項の規定による変更の申請を行わなかったとき。
(4) 第７条第１項の規定により報告された変更後の実施計画が第４条各号に定める
　要件に適合しないものと認められるとき。
(5) 実施計画にかかる事業を実施していないと認められるとき。
(6) 前条の規定により新事業分野開拓者としての認定に係る実施計画の中止報告書
　が提出されたとき。

信州ベンチャー企業優先発注事業認定要綱第９条第１項

行政手続法・行政手続条例適用の不利益処分に係る処分基準

新たな事業分野の開拓を図る者の認定取消

地方自治法施行規則第12条の３第６項

地方自治法施行規則第12条の３第１項の新たな事業分野の開拓を図る者の認定取消


